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【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月4日(2017.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性材料の硬度が互いに異なる積層構造のブレード部材で構成され、該ブレード部材の
先端稜線部を表面移動する被清掃部材の表面に当接して被清掃部材の表面から付着物を除
去するクリーニングブレードにおいて、
　上記先端稜線部を含むクリーニング層は、樹脂で含浸処理され、あるいは高硬度の弾性
材料で形成され、かつ、上記ブレード部材全体の永久伸びの値を３．０［％］以下に規定
したことを特徴とするクリーニングブレード。
【請求項２】
　請求項１記載のクリーニングブレードにおいて、
　上記ブレード部材は、上記クリーニング層と、上記被清掃部材の表面に対向する対向面
を有するエッジ層と、上記対向面と反対側の非対向面を有するバックアップ層とを備え、
上記クリーニング層と上記エッジ層と上記バックアップ層とは、弾性材料の硬度が互いに
異なることを特徴とするクリーニングブレード。
【請求項３】
　請求項２に記載のクリーニングブレードにおいて、
　上記クリーニング層の弾性材料のヤング率が、上記エッジ層及び上記バックアップ層に
比べて大きいことを特徴とするクリーニングブレード。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載のクリーニングブレードにおいて、
　上記クリーニング層の弾性材料のヤング率は上記エッジ層より大きく、上記エッジ層の
弾性材料のヤング率は上記バックアップ層より大きいことを特徴とするクリーニングブレ
ード。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のクリーニングブレードにおいて、
　上記クリーニング層の先端稜線部近傍の弾性仕事率が、４０［％］以上であることを特
徴とするクリーニングブレード。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のクリーニングブレードにおいて、
　上記先端稜線部に、少なくともトリシクロデカンまたはアダマンタン骨格を有するアク
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リレートまたはメタクリレートを含む紫外線硬化樹脂で架橋構造が形成されていることを
特徴とするクリーニングブレード。
【請求項７】
　請求項６記載のクリーニングブレードにおいて、
　上記トリシクロデカンまたはアダマンタン骨格を有するアクリレートまたはメタクリレ
ートが、官能基数１～６であることを特徴とするクリーニングブレード。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載のクリーニングブレードにおいて、
　上記トリシクロデカンまたはアダマンタン骨格を有するアクリレートまたはメタクリレ
ートの分子量が、５００以下であることを特徴とするクリーニングブレード。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか１項に記載のクリーニングブレードにおいて、
　上記トリシクロデカンまたはアダマンタン骨格を有するアクリレートまたはメタクリレ
ートに、分子量１００～１５００のアクリレートモノマーを混合することを特徴とするク
リーニングブレード。
【請求項１０】
　像担持体と、上記像担持体の表面に接触し、その表面上に付着した不要な付着物を除去
するためのクリーニング部材とを備え、上記像担持体上に形成した画像を最終的に記録媒
体に転移させる画像形成装置において、
　上記クリーニング部材として、請求項１～９のいずれか１項に記載のクリーニングブレ
ードを用いることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１１】
　像担持体と、上記像担持体の表面に接触し、その表面上に付着した不要な付着物を除去
するためのクリーニング部材とを備え、画像形成装置に対して着脱自在に構成されたプロ
セスカートリッジにおいて、
　上記クリーニング部材として、請求項１～９のいずれか１項に記載のクリーニングブレ
ードを用いることを特徴とするプロセスカートリッジ。
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